
 

質 問 回 答 書 

（JR芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業再開発ビル内公益施設整備事業推進支援業務

委託） 

 

 

提案依頼

書及び仕

様書等の

該当ペー

ジ等 

質問 回答 

1 
作成要領 

p.1 

「本市職員に作業が発生する場

合は、本市職員の負担が最小限にな

るよう提案を行うこと」との指示が

ありますが、市側の作業はどのよう

なものを想定されておりますでし

ょうか。 

「案内文や調整用資料の素案

を受託者側で作成」「効率的なス

ケジュール管理を行う」「オンラ

インツールを活用する」など、本

市職員の事務負担を最小限に抑

え、円滑に業務を進行するため

の具体的な工夫やサポート体制

をご提案いただくことを求めて

います。 

2 
作成要領 

p.2 

法人としての受託実績以外に、配

置予定の総括責任者または担当者

が、過去に他組織（前職等）におい

て直接担当した同種業務の実績を、

本業務の実績として認めていただ

けますか。 

本項目（業務実績表）における

実績は、原則として「提案者（法

人）としての受託実績」に限りま

す。配置予定の総括責任者また

は担当者が、過去に他組織（前職

等）で担当した実績を、本業務の

実績として計上することはでき

ません。（※配置予定者の個人的

な経験や実績につきましては、

企画提案書内の実施体制や担当

者の能力を示す項目等にてアピ

ールしてください。） 

3 
仕様書 

p.1 

現時点で市として想定されてい

る「余白」の物理的な規模（面積や

場所）や、暫定的な活用に向けた実

証実験などは、本業務の検討範囲に

含まれますか。 

現時点において、「余白」の具

体的な物理的規模（面積や場所）

は確定しておらず、本業務にお

ける市民検討会等を通じて、市

民の意見やアイデアを踏まえな

がら具体化していくことを想定

しています。 

また、暫定的な活用に向けた

実証実験につきましても、仕様

書４(４)に記載の「市民活動トラ

イアルの伴走支援」の一環とし

て、本業務の検討及び支援範囲

に含まれます。 

4 
仕様書 

p.2 

「社会情勢、関係者調整、会場確

保等により（スケジュールを）変更

する場合がある」と明記されていま

す 。受託者の他責による変更の際

は、委託料も増額されると考えてよ

ろしいでしょうか。 

原則として、契約期間内にお

けるスケジュールの変更（時期

の前倒し・後ろ倒し等）に伴う委

託料の増額は想定しておりませ

ん。ただし、本市の都合等によ

り、仕様書に定める業務内容や



業務量に大幅な変更が生じた場

合は、受託者と別途協議のうえ

対応を決定するものとします。 

5 
仕様書 

p.2-3 

「特定建築者の提案内容等を踏

まえ、計画条件を整理する」 や「特

定建築者との調整」とありますが、

受託者がどの程度直接的に建築主

（特定建築者）と交渉・調整につい

て、どのような立場での参画を想定

されておりますでしょうか。 

受託者が単独で特定建築者と

直接交渉し、意思決定を行うこ

とは想定しておりません。 

あくまで本市が主体となって

行う協議の場に同席（または事

前準備）し、市民検討会等で得ら

れた意見を反映させるための専

門的な助言、技術的な提案、およ

び調整用資料の作成等を行う

「本市の支援（アドバイザー・調

整補助）」の立場での参画を想定

しています。 

6 
仕様書 

p.2 

現時点で想定している1回あたり

の開催時間（平日夜間や休日開催の

有無を含む）の目安を教えてくださ

い。 

現段階では、以下の日程にて

予定しております。 

第１回：７月４日(土) 

第２回：７月１１日(土) 

第３回：７月２５日(土) 

第４回：８月２９日(土) 

第５回：９月１２日(土) 

※いずれも午前開催。２時間

を予定。会場は市内公共施設で

調整中。場合によっては、午後や

夜間となる可能性もあり。 

7 
仕様書 

p.2～3 

「オンライン上で開催できるよ

うな仕組み作りの検討や開催」とあ

りますが、利用するツールについて

は、既存の汎用ツール（Zoom, Slack, 

Teams等）の運用設計を指すものだ

と考えていますがソフトは受託者

側から提案と考えてよろしいでし

ょうか。 

ご認識のとおりです。本業務

において新たなシステムやソフ

トウェアの独自開発を求めてい

るものではありません。既存の

汎用ツール等を活用した効果的

な運用設計や仕組みづくりにつ

いて、受託者側からの提案を求

めます。 

8 
仕様書 

p.2～3 

5社程度の民間事業者へのヒアリ

ングが指定されていますが、対象業

種（運営代行業者、カフェ事業者、

IT企業等）の指定や、市側からのリ

ストの提供などはありますでしょ

うか。 

対象業種の指定や、本市から

の特定のリスト提供は現時点で

は予定しておりません。 

将来的な公益施設の運営事業者

として相応しい事業者像の検討

に資するよう、ヒアリング対象

の業種や具体的な企業について

は、受託者の知見やネットワー

クを活かした提案を求めます。 

9 
仕様書 

p.3 

有志市民による「トライアル」の

実施支援が求められていますが、実

施に伴う実費（会場費、備品購入費、

材料費、保険料等）は今回予算と別

途と考え、市側で予算化されるもの

と考えてよろしいでしょうか。 

トライアル実施に伴う実費

（備品購入費、材料費、保険料

等）についても、本業務の委託料

（提案金額）に含めてお見積り

ください。なお、公共施設を会場

とする場合の会場費等について

は本市と協議の上決定します。 

10 
仕様書 

p.3 

現時点で想定している年間の開

催回数および、1回あたりの開催時

市民検討会と同程度の回数や

開催時間を想定しております。



間（平日夜間や休日開催の有無を含

む）の目安を教えてください。 

受託者からのご提案や結果を踏

まえ、開催の詳細については、協

議の上決定いたします。 

11 
仕様書 

p.2-3 

検討会・対話会議運営にかかる付

随業務のうち、「メンバーへの開催

通知・出欠管理」「会場の予約・設営・

現状復帰」「当日の受付・誘導」は、

受託者の業務範囲に含まれます

か？あるいは市側（事務局）と分担

することは可能でしょうか。 

公共施設等を使用する場合の

「会場の予約」は本市が行うこ

とを基本とします。「メンバーへ

の開催通知・出欠管理」「当日の

受付・誘導」「設営・現状復帰」

等の運営実務については、本市

と連携・分担しつつ、受託者の業

務（運営支援）に含まれるものと

想定しています。具体的な役割

分担は協議のうえ決定します

が、本市職員の負担軽減に資す

る効率的な運営手法の提案を求

めます。 

12 
仕様書 

p.2-3 

「チラシやニュースレターのデ

ザイン・印刷」「SNSアカウントの

運用」「特設WEBサイトの構築・保

守」は、本業務の対象範囲に含まれ

ますか？ 

周知・広報資料（チラシやニュ

ースレター等）の企画・デザイ

ン・原稿作成は本業務に含まれ

ます。本市の既存媒体（市 HP、

公式 SNS、広報誌等）の活用を

基本とします。その他、独自の特

設WEBサイトの構築・保守費用

等、実費が発生する内容があれ

ば、協議の上判断します。汎用ツ

ール等を用いた効果的かつ安価

な広報手法があれば、ご提案く

ださい。 

13 
仕様書 

p.3 

成果品として「基本設計図書」が

指定されていますが、通常、再開発

事業における建築的な「基本設計」

は特定建築者が行うものと推察さ

れますが、本業務における「基本設

計図書」が、施設内のレイアウト案

や什器備品選定などの「内装・運営

用」を指すのか、あるいは建築基準

法等に基づく図面を指すのか、要求

の水準をご教示いただけませんで

しょうか。 

市民検討会等での意見を踏ま

えた、公益施設部分の「ゾーニン

グ・内装レイアウト案」「什器備

品等の配置イメージ」「必要な設

備要件の整理」など、特定建築者

へ市の要望として提示・調整す

るための「内装・運営に関する基

本計画・基本設計レベル」の図書

を想定しています。 

また、設計において内装制限

等についてのすり合わせが必要

となるため、一定特定建築者と

協議、調整が必要となります。 

 


